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経費項目 諏罰胃讃･研修費･圃諏報費蕊調靜嗣闇･会議費噴料倫墳･資糊鴬入費 ･事務費睡圃人件費

内 容 来客用駐車場賃料（／/月分）

年:月 日 令和学年〃恥／日~令和…年
ノ

月． 日 金額． 3／＞／ 円

目的 政務活動用の来客駐車場の賃借，

使途

関連性
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案分の理由

政務活動と私用で粟分！

領収書金額(a)

ろユケユ ・円

案分率(b) ･

1/2!

％

政務活動費支出額(axb)

1

ヴ／z／円
■



様式第1－1号

グ
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書支出証拠

呂・議員氏宅

晶
尾

享痙 l

孜扱番号
27211-022092-713124

※通行料金は消費視亭10%対8
※報月註函害ほETC利用照奎
一一壷一一ヱユ■一一一

軍橦

孜扱番号
.27211-[

※通行軒金
家本利用圃
云〒日＝

窄澤1
言冒司’
'~万 /／－2

経費項目 願蚕踊詞･研修費･圃鉱幸蹟･野調誇瀧惜･会議費･資MsH乍艤･資料購入費･事務費･事翻漬･人嶬

内 容 県庁にて調査

年、月 日 令和卜年//月z日~令和
′ ‘

年 月 日 金額
¥z2"

円

目的

嘩当項目に丸印）
部局事業ヒアリング･地元要望活動･会派内調整ｷ吟せ“務活動資料の整理

使途

骸当項目に試唄》 交通費･宿泊費･駐車料⑰"繩

政務活動。

県政との

関連性

骸当項目にﾒFD

(とノ毒．安貝云寺負向(ﾉﾉ7この、閑味尚)ﾉ可(ﾉﾉ手宗．土安力皿宋寺迂咋”ツも〕。
・ 地元要望に関連する部局の事業内容や取組方針･進捗状況などを確認する。

O確認した事業の内容や進捗状況を元に､議会･委員会等の質問に反映する。
・ 議案の審議に必要な情報として、県施策の状況を確認する。

5 会派内で県施策等に関する検討を行い、意見の調整・集約を行う。

く領収書貼付枠＞

｜
’

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである。

領I頁収書金額(a)

[f2g〃 円

案分率(b)

／

100％

ユョァ1円割具へ閂醒、唾ｸ､四ﾉ

仁恕グ 円



様式第1－1．号

ゲグと

支出証拠書

(会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・ 岡本護）

RP.･幸

f

幸雫方

I

経費項目 調査研究費.研修費.噸t報費･蕊調誇瀧噴･会議費･資料{鰄費･資料瀞費･事務費･匿圃･人脚賓

内 容 事務所電銅剣金（/"月分）

年月 日 令和今年//月ユ日~令和年 月 日
‘

金額 よﾏｸｸ
円

目的 政務活動に使用する事務所の電気料金 ．

使途

政務活動．

県政との

関連性

、、』云厚－Fコノ､H』 j U 』 ”夕

別紙のとおり ， ： 、／･
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案分の理由

政務活動と私用

（面積累知
で累分

領孵島金額(a)

“ソ円

案分率(b)

15.3㎡/160.85.㎡

％

政務活動費支出額(a×b)

S-タブ 円



郵便はがき

令和4年1 1月 2日発行
クレジットカード支払済のお知ら （電気料金等領収証）

ー

I

後納

便
◎ごあんない

お届け先住所を変更される場合は、表記の担当窓口までご連絡ください。

お問い合わせには、お客さま番号をお知らせください。

毎度お引立ていただきありがとうございます。

ロ ー分 クレジットカードにて領収いたしました。の電気料金等を、

433－8123

静岡県浜松市中区幸 2丁目 1 6-3

岡本護様
※制又年月日はクレジットカード会社より当社に立替払いいただいた日を表示しております。

llllllllllllllllIlllllllll'l,ll･III'1'IIInll'll'll'lllIIIIIIIIIIIII

AQO102 00720（ ）

m展 電気料金等領収証

中部電力ミライズ株式会社
日当窓口：カスタマーセンター

〕30－0861

旨森市長島2丁目l 9-l青森東京海上日勤ビル4F

)570－048－155

Kお電話はカスタマーセンターで承ります。

◎おことわり領収証の再発行はできませんので大切に保管してください。証明書の発行には、別途手数料がかかります。
月分、金額を修正したものは無効でございます。

中部電力ミライズ株式会社 作成地名古厘市】[区]l〔ｲﾉi町

乳ここからゆっくりとはがしてご覧ください。

領収年月日 領収金額 消賀税等相当額(再掲）

令 ﾛ“三11月2日 ． 51339円､ ， ， ，485円

クレジット

カード番号 ｸﾚジｯﾄｶｰド情報保護の観点から表示しておりません｡

お客さま番号｜日程’

おなまえ

廻 約種 別

容量
ご使用量kWh/m3

領収金額 円

消費税等相当額(再掲h

〔
金
銅 精算額等 円

胤再ｴﾈ腿電侭鋤課金円

燃料費調整額
円，賎

1

記事

■■■■■ ■■■■■■■■おとくフ･弓
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様式第1－1号
/／－4鑿理番号号一
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書支出証拠

議員氏堰

f O 試

孔

や

、 ･

凡

凡＝房

＃

J crp

I

僧

経費項目 3禮形讃･研修費･広聴時蹟･雰調青轆臘1，会藷． 霊調鱗陶費事溌費認知漬人件費

内 容 コピー料‘

年． 月 日 令和9年ァ月
。 ､ イ

（日~令和4年7月”日 金額 3ワヶム 円

目的 与一年グ月繩分ｺピｰ料 ！

使途 鷺:政務活動用資料のｺピｰ ！

…フワ1L4奉り

鼎攻との

関連性

政務調査活動、 県政関連資料等の侑夷

く領収書貼付枠＞

3,300円÷

J| '6 04-11-071 SNBC(ﾌｼ･ﾌﾞｲ'|

3,046円

9月分政務活動使用枚数

9月分請求総枚数

I

Ｏ
Ｉ

Ｏ３７３

案分の理由

コピー等使用実績表に

基づき案分す~る。

領収書金額(a)

31oo 円

侭
ロ
ー
ダ :分率(b)

ユ31-／3／ユ
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ラクチム・ 円



FAXヘプ リント使用一覧政務活動用のコピー、

を矛ｺｲ茅
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鉾雛， 榊溌nと､‘緊内を髭ｲ言PR〆" F ⑧
。9 匡

*政務活動費請求額の算定

(月分請求総金額）

◎ ﾐﾐ“円』月分政務活動使用部数⑥一生塗一一塾
1月分請求総部数聖斗些一萱＆

（政務活動費請求額）

＝ 3クヂム円
／

月 日 コピー FAX ﾌﾟリント 内 容 部数 備 考
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発行 日 ： 2022年10月04B
請求書番号: 821003-0097920

蕊富士ﾌｲﾙ玄』ジﾈｽｲﾉべｰｼﾖﾝジﾔパﾝ
求書

主
目

二
言
ロ岡本まもる事務所

様
」

毎度お引立を賜りありがとうございます｡上配のとおりご謂求申し上げます.
ご酋求内容のお問合わせ､ご請求の住所､部腺名､届け日の変更の隈は､下記にご速報をお囲いし､たします.

ゞ閲…骨： ■■■電騰: 0120-069-840

： 22／（モパ］ 2〔ZZノ（モバ
1ゾ珊乃キ醐卜‘

恥モM
'躯， （ （ ノ （ ： I （賊ノ ( （パ隙種'懲総輔亘;ⅡL

:座涯1 2瞳
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壕L
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旨定口座名
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多させて頂
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ロV造H筐圭 ”ノ

ます侭



様式第1－1号

”
軍ざ

Ｆ
Ｊ ､

ﾛQ

書支出証拠

■面

今

9

、①

民

へ？"蒔蒔毎

ﾉ

F1

pF

I

整理番号11 ／／一ざ

経費項目 調劃形蹟･研修費･閥薊醇蹟･野轆情鞘瀧･会議費，難湘耀･資料絢費. ･事獅積･人件費

内 容 自動車リース料（／／月分）

年月 日 令和牟隼〃月タ
I $ ′

日～令和、年 月 日 金額 17,607円

目的 政務活動用自動車のリース

･使途
ｑ
一

以4万1口男〃‐

・県政との

関連性

Ｂ
’

U叶一土上一 Uノ 刑ノツ､､ファイナンス
’

‐
９
１

８５２４

月額42,689円のうち､任意保瞬象外経費を除いた35,215円に按分率1／2を乗じだ17,607円を、

請求する。 ，
】 6

許

碑

K
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3

ｑも
口

屯
ｄ
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1

■ ■ ■ ■ Ⅱ

、
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0

、 4

U

U

■ ■ 6

タ年4月整理番号4－7参照

政務活動と私用で寮分

領収書金額(a) 案分率仏）

1／2

％

政務活動費支出額(a×b)

' 一一口

17,607円



様式第1－1号

ダ
ず

書支出証拠

議員氏采

『
弱

ヘ
且

全腸
へ宝

車甑

取扱番号

LO12II-10

※通行側企ほ
群舞臼罫駅

車種 1

取扱番号

101211-103328-525618

蕊通行洞金は稿安悦率10鶉対劃
汝智Ⅲ用証明番はETC藏眉竪舎
工予固幸式肘.が仏の冠毛

班邑L几

LU謡針金
弔壬q画面△

整理番号一

経費項目 厨…･研修費･画鉱報費･雰調靜勵費･会議費･資紺骸費･資弗朧入費･事務費謡銅漬･人ｲ積

内 容 県庁にて調査

年､月日 令和ゲ年//月(-〃
日～令和 年 月 日 金額 とみ

イ
＞牙-〃 円

目的

絃当項目に誹鵬、
Q部局事業ヒアリング･地元要望活動･会派内調整打合切政務活動資料の整理

使途

睦当項目に寸呼、 交通費宿泊費駐車料醗"”

政務活動.

県政との

関連性

骸当項目に丸印）

－

ｔ
く

地元要望に関連する部局の事業内容や取組方針･進捗状況などを確認する。

）確認した事業の内容や進捗状況を元に、議会・委員会等の質問に反映する。

）議案の審議に必要な情報として、県施策の状況を確認する。

会派内で県施策等に関する検討を行い、意見の調整･集約を行う。

輯
■
０
や
Ｐ
９
Ｉ
震
廿
Ｉ
■
Ｐ
Ｉ
Ｕ
弓
■
Ⅱ

\2, 140-通行料金

(ETc#L'ゾﾝ})

■
■
■
司
凸
巳
寺
甲
■
６
■
耳
’
１
勺
②
９
口
●

這行料金 ￥2． 140-

1画Cﾀ”､ツト〕

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである。

領収雪 (a)

紫2-’〃 円

案分率(b)

／

100％

｣珠4弱1画割頁エ山醒、ロハUノ

峻2司3了う 円



様式第1－1号

百
レ
タ
、

ゲ

書支出証拠

山l杢而尾

〃

｢

や

、●

』

､

尾
1

在

q 丘p

0F

…田釆具

経費項目 鑓研繧."確費.瓜紘報費.鶏鮪報鰄.会議費.熱'癖蝿･事務費篭鞠囑人件費

内 容 月刊社民購読；

年月 日 令和(坐・年4月
ノ● ノ

日へ令和 ノ年9月
ゾ ／

日 金額 をクタク
円

Ⅱ－ 一 咄

R
E

使途 ・ ﾋﾅ年与月分～9／ 月分月刊社民購読料

政務活動。

県政との

関連性

F P

県政や社会情勢の情報を収集し､政策や議会等での質問の参考にするb

I1 1

ﾛ I

I

■

ご利用明細票
いつもくろうきん>をご利用いただき､ありがとうございます｡
ご利用明細票の内容をこ確認のうえ､必ずお持ちﾘ吊りください｡

八

、

、

咄

〆

､

､ ｵ

■ ﾛ 一

ロ

ろうきん Y師0('40'〕

処理番号

3753 ,"17,| 論驚密|:
l班l占

14

機番

001

哲雷嘗’
鯖刻

〕9 ：53

『香号I 口座番号

手数料(円）

1 10
お取引金額(円）

4， 62〔

鋭明ｺｰﾄﾞ お取引後残高（円）
＊

ご案内

登録番号002

脹込先

静岡県労働金庫
浜松中央支店

処理通番000001

普通0661996
シヤカイツソホ･ウハママツ

依頼人
オカモト マモル様
振込手数料 1 10

ﾀ”イヒヨウ様

禾刀Uノ垂F口

全て政務活動にかかる

ものである。

I墨『吟目…、堅ノ

Lf-730 円

案分率(b)

／

100.％

~和H＝ 土へ陸 額(a×b)

:紫7．夕再



岡本護 様 2022年11月7日

社会民主党浜松支部

幹事長鈴木基之

担当■■■■■

〒430-0835

送金のお願い 浜松市南区遠

社会民主党静
日頃の活動、大変ご苦労様です。 TEL･FAX

さて早速ですが、下記の請求を次の方法により納入して下さいますようお願い

未納金ゼロを目指してがんばっておりますので、早期納入に是非ご協力下さ早期納入に是非ご協力下さい

ｄ
〉
汁
吃
４
〈

懐
源
卿
識

鶏麓

。

☆11月30日までにお願いします。

請求書

記

1，郵便振込

口座番号00860-1-43715

n座名義社会民主党静岡県連合浜松総支部

☆党費、新報の区別、内訳を記入して下さい。

2，銀行振込

☆党費

静岡県労金浜松中央支店 社会民主党浜松支部支部長小沢明美

口座番号662188

☆社会新報・月刊社民

静岡県労金浜松中央支店 社会新報浜松 代表小沢明美

口座番号661996

一
功
ヴ

圭
目

二
一
口 ﾐ内訳 単価 期 間 月数 請求額 備 考

党費

社会新報

月刊社民 770 4～9 6 4620

請求合計額 ￥4,620



様式第1－1号

］
げずさ 、

支出証拠書

(会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・ 岡本護）

勺

凡宕毎

｡I

ｆ

F ■ ■

I

辛嬬宕

I

経費項目 調査研ｦ蹟･研修漬･広聴広報費･莞談儒瀧蹟･会議費･資WM･資雛入費琶雪詞婦漬･人件費

内 容 インターネット接続料（／／月分）

年､､月 日 令和y年'／月〃日~令和年
月 日 金額 //'〃

円

目的 政務活動用インターネットの接続

使途 ’

政務活動・

県政との

関連性

､､､ﾛ異lSp.|､｣1千〃

’
1

－
４

－
１『１１酉２２

．
２ l湖~~…'､＝ ’ ．､．望" ~~.、*1,496PF.TOKAITNC |

が

、

〃 ろも

、

豆

曲巳

■｡

､

Q ｵ

朱カー“ﾉ淫出

全て政務活動にかかる
ものである。

領収亨 "(a)

/:与窪百

タ
ト
亭
グ ﾐ分率(b)

／

100%|

政務活動費支出額(a×b)

/多〆琴~円
6



様式第1－1号

”

竿ず

ざと｡

､

支出証拠書 、

(会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・ 岡本護）

I

副又書Hf

、戻

靜即綿

■ ､ Q

千

今､ぺ

､ ■

昼

八A.
｡ HFD毎 400偶

4nnF
ef

潅
盾

写極

取扱番-号
409211-

手淫 ▲

取扱番号
A09211-161894

※通行料金は祷費囲
峯調1用証現苔』』E
天壼画＝士罰令匙

4

戎

マ一戸百J． /／一?

経費項目 電電ﾛ確費･広聴広幸蹟･野誰情報噸･会議･資料'鰄費 ･資糊驚入費･事務費篭翻貿人件費

内 容 鮎修廊鮒蜥.""{,r鶴時‘､"ｼ､ (鼠恋恋,痴ｨ瀦咋錦
年息月 日 令和タラノ月/4日~令和

・年 月 日 金額 “‘ク 円

目的 称,ﾌ7ぅ『協沙舩八"ん("｢ぞ鞠;鋤lアイ""(細理診"鮠il二亥嘉
使途 鰯行料駐車料

夢4力1口…

県政との

関連性

物諺監孝ﾊ乃瀦Z! '3ち没‘二7, I'7"ぃ丁､℃
/むうJ,うそ了ﾉ'ｻｬ唐′『夢

一

君

司

フ 晴'二

案分の理由

.全て政務活動にかかる

ものである．

領収書金額(a)

_j~"〃 円

案分率(b) ･ . ．

／、

/-〆ノ ％

政務活動費支出額(a×b)

P

_j~' ‘〆． 円



ロ
万
日

８
２
０
１

第
月

鑑
雲

整
４

環
和

静
令

径静岡県議会議員各位

静岡県環境整備事業協同組合

理事長飯塚泰行

静岡県環境整備事業協同組合2022世界トイレの日事業

『第7回災害時のトイレ・し尿処理研修会」のご案内

仲秋の候益々御清栄のこととお慶び申し上げます。

日頃より、環境事業に携わるし尿収集運搬及び浄化槽清掃業者に対しまして、格別の

ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当組合では、災害時における地域の生活環境の保全や公衆衛生の向上に資する

ことを目的に、震災や豪雨災害等の際に危倶されるトイレやし尿処理の問題に的確に対

応できるよう、国連が平成25年7月に制定した「世界トイレの日」 （11月19日）に合

せて『災害時のトイレ・し尿処理研修会」を平成26年から静岡県、静岡県市長会及び静

岡県町村会のご後援をいただいて開催してまいりました。

一昨年と昨年は、新型コロナウイルスの感染状況を考慮して開催しませんでしたが、

本年は、新型コロナウイルスへの感染防止対策として会場が密にならないよう受講者の

定員をこれまでよりも減らした上で、下記のとおり 「被災者に寄り添う避難所対策」を

テーマに開催することといたしました。

つきましては、ご公務ご多忙のところ恐縮ですが、ご出席を賜りますようご案内申し

上げます。

記

行事名 静岡県環境整備事業協同組合2022世界トイレの日事業

『第7回災害時のトイレ・し尿処理研修会』

テーマ：被災者に寄り添う避難所対策

令和4年11月16日 （水) 13時30分～16時35分

静岡市清水文化会館「マリナート」小ホール

〒424-0823静岡市清水区島崎町214番BO54-353-8885

静岡県及び県内市町の行政担当者・議員、 自主防災関係者、 し尿収集

運搬等業界関係者等

150名 （先着順）

1

開催日時

開催場所

２
３

参加予定者4

定 員

開催要領

参加申込み

５
６
７

別添のとおり

開催要領に添付した「参加申込書」に必要事項をご記入のうえ、 10月

7日 （金）までに、当組合あてファックスにてお申し込み願います。

※申込みが定員に達した場合は、締め切らせていただきます。

新型コロナウイルスの感染防止のため、マスクの着用をお願いいたし

ます。

その他8



様式第1－1号

ヴ

ザゥも

支出証拠書

(会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・ 岡本護）

判

認製

へ

局毎毎

3

整理番号

L

経費項目 調却胃讃･W確費.広聴鱒蹟.野調誇纈債.会議費.資料1鱸.資糊鴬入費･事務費握蕊劃人件費

内 容 事務所ガス料金（ ／/月分）

年月 日 令和昇年〃月22-日～令和．年
′

月 日 金額 ケジユ 円

目的 政務活動に使用する事務所のガス料金

使途

関連性

もも Uン、レーーク■戸U ご ロ I ‐"

”

』

i

’ 岡本護さま

‘ 論霄曹霞震暑■■■ﾛプ｡”

、

005 指定04 ﾉト

｜供給地点特定番号00600000005094212. .,

I

Ⅱ

ｂ

｜謡鰻駕 5'86I:
蝋：

｜
日

｜
|鬮側鰯駕 ’3：
｜の1

1:|"…‐ 。

｡q

■ 0

、

2022年11月分クレ ヌットカード払
量
ｓ
・

用
泌

華
辛
遥

』且Ljq

苫.f､常
預口㎡ﾛ ;9方

頚
‐

金
態

収
や

洞
恥

-. .,¥-了.』【

6,119円

葱用
（面積寮分ツ

－－－－eロョーーー■

で享分
領収書金額(a)

‘〃’円

案分率(b)

15.3㎡/160..85IIf

％

一忽1凰夛J二へ胃1侭、ｰ"､画ﾉ

‘~2＞ 円



I

､様式第i－1号

■ﾛ

ﾛﾛ

■色
ザグザヴ 『 、

支出証拠 書
Q■6

､

議員fノド

■異

C l

■町

g Q Q

Ｊ
Ｖ
、
ｒ

年$,粥細鼠
〔クレジット抑1〕

商品 JR策車撫JR t

懸慰磯
MMV8蝿ｲT 61146-"

凸F■母耐

I
4

C ■

？

一一円･ゾ /／一／/・

I

経費項目
ﾛ

…'研1鐙･廊紘報費･蕊調誇鬮爵･会議･資粥H癖･辨静費･事務費･蔚掃漬･人件費

内 容
凸 政務活動(7沸瑠職”〃〆嚇,ｼ噸卿鴎鈴ノ

年月 日 令和(,得／月水日
｡ γ

■

～令和 年 月 日 金額 ”〃円

｡

目的 に関連する．

使.途
～

交通費
、

政務活動

県政との

関連性

●■

"欲秀雍'認誠冷瀬ﾂー

(ﾙ|郎雑） 制如t〃
|為る”"椒放W1騨淳ｵﾇ子鋤
鋤論γ、〆

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである。

笹 収書金額(a)

j~o8〃 円

案分率(b).

／、 、

/cm%

､政務活動費支出額(a×b)

占う〃 2 円



⑳
静行発第263号

静政連発第17号

令和4年ll月8日

行政書士制度推進静岡県議会議員連盟

会長岡本 護様

静岡県行政書士

会長平岡康

静岡県行政書士

会長児島 曹達罰

行政懇談会開催のご案内

謹啓晩秋の候、貴職におかれましてはますますご健勝のこととお喜び申し上げます。日頃よ

りご理解ご協力をいただき心より御礼を申し上げます3

さて静岡県行政書士会並びに静岡県行政書士政治連盟ではコロナ禍により開催を断念し

てまいりました行政懇談会を下記の日程で開催いたします。

今回の行政懇談会は、下記のテーマについて、県民の代表者として県の施策の必要性を論議

される県議会議員の皆様と､行政と県民のパイプ役となる我々行政書士とで意見交換をさせて

いただく形で実施いたします。

つきましては、公務ご多忙とは存じますが、本テーマにご関心をお持ちいただけましたら是

非ともご出席をいただきたくご案内申し上げます。

準備の都合により大変恐縮に存じますが、 11月16日（水）までに添付の出欠回答はがきを

ご投函いただけますようお願い申し上げます。

敬白

記

、

'1 日時 令和4年11月25日 （金） 受付 13時30分

行政懇談会 14時から16時予定

静岡県総合社会福祉会館「シズウエル」 703会議室

静岡市葵区駿府町1－70電話054-254-5221

①県内の公共施設内に介在する民有地について

②無報酬による後見人引き受けについて

2会場

3テーマ

以上

而弓垂



様式第1－1号

－77~害~7Z－1
”

令 ､

ご4

支出証拠書

(会派名・議員氏名ふ･じのくに県民クラブ・ 岡本護）

弓施

、P

恥

名
凡瘤

’
凸

ザ

Q D

』

一一円ﾜジ

経費項目 司踏研嶺･研修費･広聴蒔蹟･需澗靜漉鱸,会誇･資料ｲ癖 ､鋤鍛…；錨脅”費

内 容 麗誰ｲ緬剃(｡"うt)(,′秒）
年､満月 日 令和半年〃月Z8日~令和年 月 日 金額 /ｸ"

円

目的 政諭潅勤と､,)漁獲用

使途
●
■
《

政務活動。

県政との

関連性

く領収書貼付#－5面可了言壷T冒而庁
｜
鞆ＪｉＣＢＮ

卜
Ｐ

・
４２０３

４
‐＊

吏払穆溺 聯′勃鍬鰯
(幹'ﾚｸﾉ2ヶ"X"．

．j(ﾗ~I9W多・・

門ﾉX Iん= I"げ評

､

、

毛

ｑ
ａ

6

ョb?『
毒凹

三

08

■

…Uノニ画

”鋤妙洲糊
領収書金額(a)

3『/； 円

案分琶 3(b)

、 ノ久ユ

％

－一一=一一一－

彗幽遜型一再1口割

/,グヅ 円



利用料金のお知らせ

了=可アァ鋸，
中部テレコミュニケーション株式会社

〒460-0003名古屋市中区錦一丁目10番1号

匿
■請求情報

ご利用料金内訳 (単位：円）

※NHK衛星受信料は「消費税等」の課税対象ではありません。また、 NHK衛星受信料が未納となった場合は、翌々月に合算して請求させていただ

きます。

※N確報料は消費税込みで表示しております。

※安心サポート・安心サポートPl us無料期間中の月額料金は表示しておりません。課金開始日は、 Myコミュファにてご確認いただけます。

※国際電話の通話料は免税により課税対象ではありません｡

岡本護 様

■■■■

ご請求金額 4,024円

振 替 日 27日(金融機関が休日の場合は翌営業日）

ご利用年月 ｸ022年10月分

ご請求年月 'nll年11月

支払方法 口座振替

金融機関名 ■■■■■

口座番号 ﾛ■■※個人情報保護のため.当社は下4桁のみ表示いたします。

ご請求内訳 金 額 お 知 ら せ

月額使用料

光ネット機器利用料

ギガトリプル割

開通後割引

光ネット機器利用料割引

光電話

光テレビ

3｢830

694

０
１
４

１
１
９

４
２
６

－
１
垂

１

990

除外趣
脅
琴

１
１
１

３
３
３

Ｊ
ｊ
Ｉ

０
０
０

１
１
１

１
１
１

０
０
０

Ｊ
Ｉ
Ｊ

Ｏ
Ｏ
Ｏ

１
１
１

本体額合計(10%課税対象分）

消費税等(10%課税対象分）

内ポイント充当額分

一号害老今宙言

９
５
０
４

５
６
２

６
３
０

３
４

※上記ご鯖求内服の金額は税抜きで表示しております。



様式第i－1号

ぴ ■

□ず今

書支出証拠

己・議員氏宅

へ

斑 守

謡うの理由 領収書金額(a) 案分率(b) .

／，

100％

政務活動費支出額(a×b)
$

全て政務活動にかかる

ものである。 ‘ い〃”円午"aひ 円

■ ■ P

年垂 『コ

経費項目 調査形讃･研彦費･風甫鰯費･雰調胃報殿･簔譲･資料{鱸 ､資繩静費.事務費噌事轤冒歴
F

内 容 職員給与(/／月分）

年月 日 令和シ年//月／日~令和？場
／月､J0日 金額 学ヌヶ”

円

目的 政務活動をﾈ識する職員を雇用

使途 ■ －

政務活動．

県政との

関連性

。
一

く領収書貼付枠＞

、

給与支払明細書

令和傑年／／月分

氏名 ■■■■■■■≦

立狩間”如月皇〃､“"周

給 与
､

通勤手当 支給額合計

控 除 額

所得税 雇 用

保険料

控除額

上
ｌ

量
ロ

ヘ
ロ

〃

差引支給額

円

'"""
円
○

円

今？チ” ○

便

a

円

ひ

円

レア"クク

円

受領印

受領日

■
/／月〃日



様式第1－1号

三
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や

支出証拠書

(会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・ 岡本護）

画
幸

尾

そ芦…ワ

経費項目 …･研修費･鰯鉱報費･癖澗靜勵費･会議費･資粥H鱸･資糊鴬入費･事務費･謡弼漬･人件費

内 容 県庁にて調査，

年，月 日 令和4年〃月ﾕﾘ日~令和 年 月 日
’

金額
芋Z〃
′。

ぁ円

ヨ的

項目にﾒ卸）
部局事業ﾋｱﾘﾝグQ地元要望活動･会派内調整打合せO攻務活動資料の整理

吏途

項目に丸FD） 交通費･宿泊費･駐車料0曲胸

政務活動．

県政との

関連性

骸当項目に丸帥

、毒舌一一＝守屋1口』vノノ当岼ノ、因Iアドロ|〃即Uノーテー山罪寺『空預匡ﾛ』ひう '四｡

○地元要望に関連する部局の事業内容や取組方針･進捗伏況などを確認する。

・ 確認した事業の内容や進捗状況を元に、議会・委員会等の質問に反映する。

・ 議案の審議に必要な情報として、県施策の状況を確認する 。

； 会派内で県施策等に関する検討をｲ乳､、意見の調整･集約を行う。

、､貝↓Ⅸ青貝向1､｣ｲギグ

１
０
１
１

l i
■

|i蕊鴻
－
１
‐
１
１
１

三方原スマート ； 米栓所(自） 静岡
静岡

22年11月29B

i 9時58分
i
g

1
p－

I 道行料金 芋2, 140－
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会の趣旨。
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広く社会に対し､障がい者への理解を深めるための啓蒙､交流促進事業を行い､ 日本における社会

福祉の向上に寄与することを目的とする。

会の活動

内容等
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③学術、文化、芸術またはスポーツの振興を図る活動

④子供の健全教育を図る活動⑤各NPOの連絡・助言・援助の活動

政務活動.

県政との

関連性
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2022年11月吉日

岡本護様

特定非営利活動法人

日産労連NPOセンター｢ゆうらいふ

理事長寺門

2022年度会員継続および会費納入のお願い

拝啓時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

日頃は「ゆうらいふ21」の活動に対しご支援を賜り、厚くお礼申し上げます。

また、第18回総会におきましては、会員の皆さまのご協力により、無事に終了いたしました。

改めて感謝申し上げますとともに、総会でご承認いただきました事業計画に基づき、諸活動を進

めてまいる所存でございます。

今年度も、引き続き会員として2022年度の会費納入をお願い申し上げます。

「ゆうらいふ21」は心身にハンディキャップを持つ子どもたちに観劇を通じて「心の豊かさ」

を育むことを目的としております。この活動は、企業および個人の方々からの暖かいご支援によ

って支えられております。

大変恐縮ではございますがも私どもの活動の趣旨をおくみ取りいただきますようお願い申し上げ

ます。

敬具

■■■■■■■■■■■■巳■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■●■■■■■■■■■■■●■■■■■■■F■｡■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■己■

依頼書(請求書）

2022年度(2022.7～2023.6)会員会費の納入をよろしくお願い致します。

なお､昨年度は下記会費を納入いただいております。

金 額

会員種別

口 数

5,000円

個人正会員

1 口

＜振込先＞

送金につきましては､お手数ですが同封の郵便振替用紙をご利用いただくか､上記口座までお願い致します。

(尚、会費の納入の際、大変申し訳ございませんが、振込手数料はご負担して頂けます様、

よろしくお願い致します｡）

特定非営利活動法人日産労連NPOセンターゆうらいふ21

〒105-0011東京都港区芝公園2-4-1芝パークビルB館4階

tel O3-3434－0923 faxO3-3459-6319

担当:■■■■

みずほ銀行浜松町支店 普通8113084 特定非営利活動法人日産労連NPOセンター

ゆうらいふ21

郵便 辰替 00160－5－538850 日産労連NPOセンターゆうらいふ21



定 款

特定非営利活動法人

日産労連NPOセンター「ゆうらいふ21」
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特定非営利活動法人日産労連N･POセンター「ゆうらいふ21」定款

第1章総則

第1条 (名称）

この法人は、特定非営利活動法人日産労連NPOセンター「ゆうらいふ21」とい

う。

第2条 （事務所）

この法人は、主たる事務所を東京都港区海岸1丁目4番26号に置く。

第2章目的および事業

第3条 （目 的）

この法人は、相互扶助の精神にのっとり、心身にハンデイキヤップを持った人とと

もに、文化・芸術活動を通じ「心の豊かさ」を育み、広く社会に対し、障がい者へ

の理解を深めるための啓蒙、交流促進事業を行い､． 日本における社会福祉の向上に

寄与することを目的とする。

第4条 （特定非営利活動の種類）

この法人は、第3条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行

う。

（1）保健、医療または福祉の増進を図る活動

（2）社会教育の推進を図る活動

（3）学術、文化、芸術またはスポーツの振興を図る活動

（4）子供の健全教育を図る活動

（5）各NPOの連絡・助言・援助の活動

第5条 （事業）

この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。

. (1)特定非営利活動に係る事業

①社会福祉施設・団体を対象とした文化芸術イベントへの招待および訪問事業

②社会福祉に関する研究・調査、情報収集およびボランティア活動の支援・育成、

情報提供事業 ．
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③社会福祉施設・団体に対する支援事業

④文化芸術活動者・団体の社会福祉活動に対する支援事業 。

⑤社会福祉活動の啓発および広報事業

⑥NPOや諸団体との連携と情報交換事業

（2）その他の事業

①社会福祉の向上に向けた講師派遣事業

②バザー・チャリティーイベントの開催

2．前項第2号に掲げる享業は、同項第1号に掲げる事業に支障がない限り行うものと

し、利益を生じた場合は､同項第1号に掲げる事業に充てるものとする。

第3章
〈
室 員

第6条 （種別）

この法人の会員は､次の4種とし､正会員をもって特定非営利活動促進法(以下｢法」

という）上の社員とする。

（1）個人正会員 この法人の目的に賛同し、この法人の活動および事業を

推進する個人。総会で表決権を有する会員

（2）団体正会員 この法人の目的に賛同し､この法人の活動および事業を

推進する団体。総会で表決権を有する会員

（3）サポート個人会員 この法人の目的に賛同し、この法人の活動を援助する個

人会員

（4）サポート団体会員 ． この法人の目的に賛同し、この法人の活動を援助する団

体会員

第7条 （入会）

会員の入会については、特に条件を定めない。

2．会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事

長に申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければな

らない。

3．理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をも

って本人および企業・団体にその旨を通知しなければならない。

第8条 （会費）

会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。

第9条 （会員の資格の喪失）

会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
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退会届の提出をしたとき ・

本人が死亡し、または会員である団体が消滅したとき

正当な理由なく会費を滞納し、催告を受けてもそれに応じず、納入しないとき

除名されたとき

ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

ｌ
２
３
４

く
く
く
く

第10条（退会）

会員は、理事長が別に定める退会届を理亭長に提出して、任意に退会することがで

きる。

第11条（除名）

会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、理事会の議決により、これを除名

することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなけ

ればならない。

（1）この定款等に違反したとき

（2）この法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき

第12条(拠出金品の不返還）

既納の会費およびその他の拠出金品は、返還しない。

第4章役員および職員

第13条（種別および定数）

この法人に次の役員を置く。

（1）理事 、 10人以上

（2）監事 2人

2．理事のうち1人の理事長、1人の専務理事を置く。なお、必要に応じて理事のうち、

副理事長を若干名、常務理事を1人置くことができる。

3． この法人は、顧問と運営上の相談役として、アドバイザーを置くことができる。

第14条（選任等）

理事は、総会において正会員の中から選任する。

2．監事は、総会において正会員の中から選任する。

3．理事長、副理事長および専務理事、常務理事は、理事の互選とする。

4．役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族

が1人を超えて含まれ、または当該役員並びにその配偶者および3親等以内の親族

が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

5．監事は、理事またはこの法人の職員を兼ねることができない。
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第15条（職務）

理事長は、この法人を代表し、その業務を統轄する。

2．副理事長、専務理事または常務理事は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときま

たは理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指定した順序によって、その職務

を代行する。

3．理事は、理事会を構成し、この定款の定めおよび理事会の議決に基づき、この法人

の業務を執行する。

4．監事は、次に掲げる職務を行う。

（1）理事の業務執行の状況尭藍香すること

（2）この法人の財産の状況を藍杏すること

(3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務または財産に関し不正の行為ま

たは法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には､こ

れを総会または所轄庁に報告すること

（4）前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること

(5)理事の業務執行の状況またはこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、

若しくは理事会の招集を請求すること

第16条（任期等）

役員の任期は、 2年とする。ただし、再任を妨げない。

2．補欠のため、または増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者または

現任者の任期の残存期間とする。

3．前2項の規定にかかわらず、任期満了前に、総会において後任の役員が選任された

場合は、当該総会が終結するまでを任期とする。また、任期満了後、後任の役員が

選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸

長する。

4．役員は、辞任または任期満了後においても､後任者が就任するまでは、その職務を

行わなければならない。

第17条（欠員補充）

理事または監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なく

これを補充しなければならない。

第18条（解任）

役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、理事､､監事は総会の議決により、

これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機

会を与えなければならない。

（1）心身の故障のため、職務の遂行に畦えないと認められるとき

（2）職達上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき
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第19条（報酬等〕

役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。

2‐役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。

3．前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。 ．

第20条（事務局および職員）

この法人に､事務を処理するため事務局を設け､事務局長および必要な職員を置く6

26事務局長は、理事会の議決を経て理事長が委嘱し、職員は理事長が任免する。

3．事務局の組織および運営に関する必要な事項は、理事会の議決を経て理事長が別に

定める。

第5章総
今
云

第2ユ条（種別）

この法人の総会は、通常総会および臨時総会の2種とする。

第22条（椿成）

総会は、正会員をもって構成する。

第23条（権能）

総会は、以下の事項について議決する。

（1）定款の変更

（2）解散

（3）合併

（4）理事、監事の選任または解任、職務及び報酬

（5）その他運営に関する重要事項

第24条（開催）

通常総会は、毎年1回開催する。開催の時期は、通常総会は、毎年1回開催する。開催の時期は、毎年事業年度終了後3ヵ月以内と

する。

2．臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

（1）理事会が必要と認め招集の請求をしたとき

（2）正会員総数の5分のユ以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって

招集の請求があったとき

（3）第15条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき

第25条（招集）

－6‐



総会は、第24条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。

2，理事長は、第24条第2項第1号および第2号の規定による請求があったときは、そ

の日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。

3．総会を招集するときは､会議の日時、場所、 目的および審議事項を記載した書面を

もって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

ﾉ

第26条（議長）

総会の議長は、 .その総会において、出席した理事の中から選出する。

第27条（定足数）

総会は、正会員総数の3分の1以上の出席がなければ開会することができない。

第28条（蓋決）

総会における議決事項は､第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項と

する。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した正会員の2分の･1以上の同意

があった場合は、この限りではない。

2．総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって

決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第29条（表決権等）

各正会員の表決権は、平等なるものとする。

2．やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項

について書面をもって表決し、または他の正会員を代理人として表決を委任するこ

とができる。

3．前項の規定により表決した正会員は、第27条、第28条第2項、第30条第1項第2

号および第51条の適用については、総会に出席したものとみなす。

4．総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わる

こと.ができない。

第30条(議事録）

総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

（1） 日時および場所

（2）正会員総数および出席者数(書面表決者または表決委任者がある場合にあっては、

その数を付記すること）

（3）審議事項

（4）議事の経過の概要および議決の結果

（5）議事録署名人の選任に関する事項

2.議事録には､議長およびその会議において選任された議事録署名人2人以上が記名、

押印しなければならない。

再万一
I



第6章理事会

第31条（椿成）

理事会は、理事をもって構成する。

第32条（権能）

理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。

(1)総会に付議すべき事項

（2）総会の議決した事項の執行に関する事項．

（3）事業計画および活動予算並びにその変更

（4）事業報告および活動決算

（5）会費の額

（6）借入金（その事業年度内の収益をもって償還する短期借入金を除く。第50条に

おいて同じ）その他新たな義務の負担および権利の放棄

（7）事務局の組織および運営に関する事項

（8）その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

第33条（開催）

理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

（1）理事長が必要と認めたとき

(2)理事総数の8分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招
集の請求があったとき

（3）第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき

第34条（招集）

理事会は、理事長が招集する。

2.理事長は、第33条第2号および第3号の規定による請求があったときは、その日か

ら14日以内に理事会を招集しなければならない。

3．理事会を招集するときは、会議の日時、場所、 目的および審議事項を記載した書面

をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

第35条（蓋長）

理事会の議長は、理事長もしくは理事長が指名した者がこれに当たる。

第36条（蓋決）

理事会における議決事項は､第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項

、 とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した理事の3分の2以上の同意

があつ･た場合は、 ．この限りではない。

－8‐



、

2．理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決す

るところによる。

第37条（表決権等）

．各理事の表決権は、平等なるものとする。

2．やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項

について書面をもって表決することができる。 ・

3．前項の規定により表決した理事は、第38条第1項第2号の適用については、理事会

に出席したものとみなす。

4．理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わる

ことができない。

〃

第38条（議事録）

理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

（1） 日時および場所

（2）理事総数、出席者数および出席者氏名（書面表決者にあっては､その旨を付記す

ること）

（3）審議事項

（4）議事の経過の概要および議決の結果

（5）議事録署名人の選任に関する事項

2.議事録には､議長およびその会議において選任された議事録署名人2人以上が記名、

押印しなければならない､ 。

第7章資産および会計

第39条（資産の構成）

この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

（1）設立当初の財産目録に記載された資産

（2）会費

（3）寄付金品．

（4）助成金

（5）財産から生じる収益

． （6）事業に伴う収益

． （7）その他の収益

第40条(資産の区分）

削除

－9‐



第41条（資産の管理）

この法人の資産は、理事長が管理L'、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別

に定める。

第42条（会計の原則）

この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。

第43条（会計の区分）

この法人の会計は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する会計およびそ

の他の事業に関する会計の2種とする。

第44条（事業計画および予算）

この法人の事業計画およびこれに伴う活動予算は、理事長が作成し、理事会の議決

を経なければならない。

第45条（暫定予算）

前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事

長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を

講じることができる。 ’

2．前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。

第46条（予備費の設定および使用）

削除

第47条（予算の追加および変更）

予算作成後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の

追加または変更をすることができる。

第48条（事業報告および決算）

この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表および財産目録等の決算に関する

書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、理事

会の議決を経なければならない。

2．決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

第49条（事業年度）

この法人の事業年度は、毎年7月1日に始まり翌年6月30日に終わる。

第50条（臨機の措置）

予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、ま

-10－



たは権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならない。

第8章定款の変更、解散および合併

第51条（定款の変更）

この法.人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の3分の2以上

の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する事項を変更する場合、所

轄庁の認証を得なければならない。

2． この法人の定款を変更（前項の規定により所轄庁の認証を得なければならない事項

を除く｡）したときは、所轄庁に届け出なければならない。

第52条（解散）

この法人は、次に掲げる事由により解散する。

（1）総会の決議

（2） 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能

（3）正会員の欠亡

（4）合併

（5）破産

（6）所轄庁による設立の認証の取消し

2．前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の8分の2以上の

承諾を得なければならない。

3．第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

第53条（残余財産の帰属）

この法人が解散（合併または破産による解散を除く）したときに残存する財産は、

法第11条第3項に掲げる法人のうち､総会において議決された者に譲渡するものと

するd

第54条（合併）

この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の3分の2以上の議

決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

第9章公告の方法

第55条（公告の方法）

． ’この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。

－11‐



ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人

のホームページにおいて行う。

第10章雑則

第56条(細則）

この定款の施行について必要な細則は、

る。

理事会の議決を経て、理事長がこれを定め

附則

1． この定款は、この法人の成立の日から施行する。

2. この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。

長
事
事
事

事
霊
同
同
同
同
同
同
同
同
同
同
同
同
同
同
同
同

理
専
理
監

西原浩一郎

(※五十音順）

3． この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、成立の日か

ら平成17年8月3ユ日までとする。
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4． この法人の設立当初の事業計画および収支予算は、第44条の規定にかかわらず、設立

総会の定めるところによるものとする。

5． この法人の設立当初の事業年度は、第49条の規定にかかわらず、成立の日から平成1

7年6月30日までとする。

6． この法人の設立当初の会費は、

（1）個人正会員

（2）団体正会員

（3）個人サポート会員

（4）団体サポート会員

第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。

円
円

０
０

０
０

０
０

５
０１口／

費
費

今
云
〈
言

年
年

年会費

年会費／口

円
円

０
０

０
０

２
０

Ｊ
〃

１
５

附則 この定款は、平成24年

.この定款は、平成26年

この定款は、平成28年

この定款は、平成30年

この定款は、平成31年

31日から施行する。

25日から施行する。

2日から施行する。

12日から施行する。

29日から施行する。

月
月
月
月
・
月

８
２
２
９
１

１

凸

－13‐



様式第1－2号

－77-三~73可

支出証拠書（各種団体会費）

（会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・ 岡本護）

轄埋杳号

経費項目 願罰瑁･研修費

内 容 日産労連NPOｾﾝﾀｰ｢ゆうらいふ211会費 (zoz/轤領）
年月 日 令和4年4月1日～令和4年6月30日 金 額 /〈3吋円

会の趣旨.

目 的

心身にハンディキャップを持った人とともに､文化・芸術活動を通じ「心の豊かさ」を育み、

広く社会に対し､障がい者への理解を深めるための啓蒙､交流促進事業を行い､ 日本における社会

福祉の向上に寄与することを目的とする。

会の活動

内容等

、全ノ 』‘/I、畦、 L今z暴d､ノーvひ､1国~l1vノル曰』星"己屋』もバロ割 leノT｣-.工毒識目Uノ丁圧J崖モケlメlも〕1口望」

③学術、文化、芸術またはスポーツの振興を図る活動

④子供の健全教育を図る活動⑤各NPOの連絡・助言・援助の活動

政務活動.

県政との

関連性

団体での会合や各種活動等を通じ、広範囲な意見を聴取し、議会での質問等政務活動に
反映させる。

ロ ﾛ〆、しも＝夕｡H■ ぜ 』 I ﾛ"

翌

-荻“隷嫉： 7月/日～翌与6月30β

･ Z"Z/身痩硝の熱“ ： タ年z月整理番号Z-//参照

．細')描溌 ’銅～‘月 T,t'のシゲ身分

("z服私鶴ノ僻z"〃潜蕊ノ r細ﾉt総ノ
j-1〃と月 － 9)､〃7円 ＝ ／〈3/＃〃

添付書類:(固忘罰.事業概要.その他 東勃: ？年仏同謹琿奉呈4－？ま胴

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである。

領収書金額(a)

/(Jな円

案分率(b)

／

/り0％

政務活動費支出額(a×b)

(亀ﾅな円



(綱）様式第1－2号

華理番号 I Z-//

支出証拠書（各種団体会費）

（会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・ 岡本護）

経費項目 願霊莞司･研修費

内 容 日産労連NPOセンター「ゆうらいふ21」会費

年月 日 令和4年2月7日～・令和年月 日 金 額 j､ツタ7円

会の趣旨．

目 的

心身にハンディキャップを持った人とともに、文化・芸術活動を通じ「心の豊かさ」を育み、

広く社会に対し、障がい者への理解を深めるための啓蒙、交流促進事業を行い、 日本における社会

福祉の向上に寄与することを目的とする。

会の活動

内容等

①保健、医療または福祉の増進を図る活動 ②社会教育

③学術、文化、芸術またはスポーツの振興を図る活動

のキ F｣崖筵l垂｣も〕1口望』

④子供の健全教育を図る活動 ⑤各NPOの連絡・助言･援助の活動

政務活動.

県政との

関連性

団体での会合や各種活動等を通じ、広範囲な意見を聴取し、議会での質問等政務活動に

反映させる。

、1]興咲善壹予1口1､J1千"〃

-卸J甥圓 土26Z"

郷の亭斡度

7月/間～翌詫””
･細卿階籟

7月～7月”の7ヶ師

4Z&Z円×妬月二､jlｧ〃

』

’

Ⅱ

’

1

1

丹I

q

E

1

眺
里
晋
旺
雇
汕3

淫彊亀ｨ言卜聿剃君./魚万家Z冒冒nl吉睾恕而需．1，ｧ､雌 庵主巾． 。今／ノ 角註工田垂三〃一コ隼函

票盲撫
』ロ顯髄
母弛祗
鐸｡即
票巳鰐
星や額

“
○
国
勢
｜
拍
菜

ろ
。
ｍ
詩
一
穏
網
刮
霞

両
ユ
ロ

屯

了

ｏ
ｌ
ｐ
ｌ
ｈ
ｕ

．
｜
、
一
画
一
。
］
脚
』
肌
二

一
町

露畷叱
＝

、
一
．
９
温
磐
い
’
一
一
一
一
．
一
百

と.－一

重壁

←－.一一.一一.－

い堅.噸他

尋

綿
持
［
史

哩
釦

U

4■

ト』且ぼく

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである。

領収書金額(a)

j､〃7 円

案分率(b)

／

/〃〃％

政務活動費支出額(a×b)

j､〃7 円



領収証
NO. 21-123

2022年2月7日

岡本護 殿

￥ 5，000－ 印紙税法第2条
別表第一第17号
文書の非課税物件
に該当

但21年度会鴬個人正会員として

上記金額正に領収致しました。

東京都港区海岸1-4-26
ゆうらいふセンター新館2F

鶴特定非営利活動法人

日産労連NPOセンター「ゆうらいふ21」

’



様式第1－1号
轄琿番号． |｜ ／／一／7

ザ
､

辞－

軍診4
■■04

書支出証拠
=6

4

ざ

へ

､ 5

凡冬母毎”

１

経費項目 諏訓究費.研修費.肱聴嘩蹟.野綱靜嗣噴.会議･資料作艤･置認逐劃･事務鐸事銅置:人件費

内 容 新蹴苛読

年月 日 令和ﾀ号/月斗7日~令和,

年 月・ 日 金額

ヴ

7,630円

目的 県政､社会情勢に関する情報収集

使途 県政等の情報を収集し､政策や議会等での質問の参考にする。

関連性

〃…
‘月

--.------.
一

分新聞購読料（日本経済新聞､､静岡新聞） ．
6

､、b云…目〃､HUご ﾛ l タグ

Ｆ

１

』

弱
い

口

’ ’

． ， ！

[嶺一収一言1

､

営業所第3課 区域住吉北

岡本護 様

為

【回人偶謂の取り扱いについて】
1 .この詞唱習に”電穴れている国人i閂謂は､当厘兄所
の観収画の秀男去需画及びサービス函の記活以外

lこ'3－砿Tj弓いたし＝せん｡

2-国人恨酉I弍竺局内て屋垣し‘第三言に良侯する戸去J才
ありません。

暮らしの情報と話題をお届けし表す

(株)読売新聞浜松西部販売所
I罎取踊役前畑俊光

3002FM市中区富塚町4702-10TEL,053-455.200日

■｡■

凸 ■ 凸

》

､

Q

絹ﾘﾇ俳冷ゆ稗//"zfa
■甲 C

ゆ

2022年 11 月分 7,630 円
年 月 日正に領収いたしました．

新 聞 名 部数 金額 ｜筒要

日本経済新聞朝
静岡新聞朝刊

１
１

０
０

５
８

４
１

４
３

2023年額絵ｼﾘｰｽﾞ
ﾃﾞｨｽﾞﾆｰ100ｺﾚｸｼｮﾝ

ｱﾙﾊﾞﾑ ¥1700(税込）
ｱｸﾘﾙﾌ1戸ム¥1600(税込）

注文承ります

霧
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収

印

案分の理由 ．

全て政務活動にかかる

ものである。

領Ⅱ収書鐸.(a)

＝ ー■ー
q

7,630 円

案分率(b)

／

／のグ％

政務活動費支出葎I(a×b)

7,630 ,円
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謡う･の理由塗壁堅i－L領収書金額(a) |－~悪畢而 政務活動費支出額(a×b)

グー－
12

全て政務活動にかかる ／、

？勲PyZフ
6 .■

ものである。 ／ 円 1円

C Q－

一一－

与桧〕単杳看

経費項目

甲
一

調査形讃･研惨費･広聴嘩蹟･野洲縛葆鱸･簔識･資IsH愉蹟･…･葺務費慧蝿刈牛費

内 容 新聞購読1(し““旗1”多綴）

年月 日 令和ヶ年ﾉ/月L 日~令和 年 月‘ 日 金額 缶’ 円

目的 県政､社会情勢に関する情報収集

使途 県政等の情報を収集し、蝉特議会等での質問の参考にする。

関連性

"胴分新羅課ト

、

ﾛ

く領収琴{占付枠＞

「 、X

;, 岡本護 藤
領Ⅱ又書様 ． ．

新聞雑誌名 一部数~ ~金額一 ビ ’
930円

． ． 「しんぶん赤旗｣日曜版 * 1 930 '
2022-蔓_11 月分 ・ ・

上記の金額たしかにいただきました。 ＄
ありがとうございました。 、_､.｡．
－ F ■■一､■.一. _ ■ け0

星"T､アマ医ノエ』圏pH扣ﾕl△･声員＝ 。 。 ，

T433-8122 ､ . . .

＊印は税率8％ 浜松市中区上島2-13-17
TELO53-474-214

m領 扱／ 者収
日

． L
_j .

ロノ

値收日:※榊縛"月耶日
． .：

6

■■ ■ ■
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● 角

’ 』
ロ

i櫛

'"ロ％
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経費項目 調査職費研修費.風間嘩蹟･霊箙儲瀧噴会議費･測瑚賊費蛾鍛･函･詞弼費人件費

内． 容 r_j"､@7/iff .事務用品代(品名: フr-ルンf7／ ． ）

年､､月 日 令和今年/／月抑日～令和 年 月． 、日 金額 3〃ら
円

目的 政務活動に使用する事務用品
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案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである。

領1収書金額(a)

ﾌ'′ ・ 円

、毒令塞(い ．

／

/ｸ抄 ％

政務活動皇費支&月額(a×b)

_ｦp多 ・ 円
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支出証拠書（自動車燃料代）

(会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・ 岡本護）【 ／／月分】 ’偽0
総走行踞誰C=B-A今回(直近の)給油B

年 月 ・日

前回給油頓収書貼付分)A

年 月 日

区分

年月：日

kmkmkm

、

く領収書貼付枠＞

へ

へ鈍常

島島

越哩奉呈 ｜’ ／･ノーノ〃

(経費項目別

経費項目

事務費

※単価によ

充当額）

る充当方式 ：早ｲ曲(Hノ ×ﾇﾖ丁距離(Kmノ

※領収書による充当方式
・積上げ方式 ：領収書金額（円）×封丁別難(血）／総走行E醸し上記C) (km
宝ﾕﾋ何日存圭ILヘルートス安公．膚百IIv=全籟イ国､ ×存.当K見麿割合

君ﾃIERf(km) 積算方法※ 充当額（円）

？臆 /岸円× ﾜﾙ‘ぐ- km/ km ／/7.7クク

く支払証明＞_上記のとおり支払った(充当した）ことを証明します。 議員氏名岡本護

案分率(b) 政務活動費支出額(a×b)政務活動費支出額(a×b）

ノブ､3クワ円

／

/･o"% ／クjクウ円
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令和4年11月行動表

岡本護

、

合計 965

－－ －

月日 内容 行程
走行距離
(km)

11月2日

11月2日

11月3日

11月3日

11月4日

11月8日

11月9日

11月10日

11月10日

11月12日

11月14日
寺一局 ｡■＝｡ ･■■■■

11月14日

11月16日

11月20日

11月20日

11月25日

11月28日

11月29日

11月30日

要望聴取

県庁(活動まとめ）
U CU＝

ｱｶｳﾐ万ﾒの保護についてサンクチュア
リーと意見交換

本田宗一郎ものづくり伝承館企画展に
て意見交換

地域の要望について協議

学校訪問(可美小)にてITCの進めにつ
いて意見交換
－■ C ■ 5 9■－

キャリア教育講師

県庁(文警打合せ･議会事務局打合せ）

活動報告'意見聴取(高友会）

にこにこプチまつりにて意見聴取

緊急消防隊全国合同ﾖ||練への出席

意見聴取

浜松市長市政報告会にて意見聴取

県庁(活動まとめ)･｢災害時のﾄｲﾚ研修
会｣出席

高丘クリーン作戦参加及び意見聴取

｢フオーシーズン21｣にて活動報告

県庁(経産部行政害士会研修会出席
ー■■一一叩■ も C C C U U g ■－■一一一

活動報告･意見交換

県庁(地域要望の調整･会計他）

要望内容確認

自宅～三幸町

自宅～県庁

自宅～中田島町

自宅～二俣

自宅～上島

自宅～可美

自宅～布橋

自宅～県庁

自宅～高丘

自宅～笠井
画■■ ■■ C gg ■

自宅～篠原

自宅～細江

自宅～オークラホテル

自宅～県庁～清水

自宅～高斤

自宅～高丘北

自宅～浜松駅

自宅～新原

自宅～県庁

自宅～和合

16

169

22

36

4

21

8

169

10

18
q 7 ■ G 5 ﾛ ﾛ

28

25

10

192
字｡

｡■ 6

10

10

12

0

23

169

13
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案分の理由 . ’ 領収書金額(a)

訓…欝奎”汐･ 円

Z

全て政務活動にかかる

ものである｡ ． O". 円凸

缶一電句

『

経費項目

■
一

調部f霧･田確費･圃閼嘩蹟･鶏熊鞘鋤費･簔鎮･資料ｲ鱸･資料購入費･事務費鶴銅置､ 人件曹’

内 容 職員給与（/／月分）

年月 日 .令和 ￥年//月／日~令和タ年{/月jo日
/･ bl

金額 学●~
′

円

目的 政務活動をﾈ鋤する職員を雇用

使途
｜
・
ロ

陛4万1口男U・

県政との

関連性

－

、､貝jIX言洪白1u特ﾆグ

給与支払明細書 、 ‘ ‘

令和4年／／月分
’

氏箔■■■■■

‘ヂ時間 ･x /<'"
円
＝農'"〃円

給与 通勤手当 支給額合計

控 除 額 §

所得税 雇 用

保険料

控除額

合 計

差引支給額

円

“”ク

円

ク 今Q

円

クク
○

円

．

円

。

円

<ｱﾑ〆ク

円

受領印

受領日

［

■
/／月Jク日


